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は
じ
め
に

　

明
治
三
〇

－

四
〇
年
代
の
小
学
校
教
員
の
教
育
活
動
は
、
教
授
活
動
に
力
点
を
置

い
て
い
た
も
の
か
ら
、
そ
れ
に
訓
練
指
導
が
加
わ
る
と
い
う
変
化
を
み
せ
た
。
こ
の

重
心
移
動
論
は
、
職
員
会
議
に
お
け
る
協
議
事
項
の
内
容
変
化
に
基
づ
い
た
小
考
で

あ
る

１
。

　

職
員
会
議
の
制
度
的
性
格
に
つ
い
て
は
戦
後
か
ま
び
す
し
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。

最
高
意
思
決
定
機
関
、
校
長
の
諮
問
機
関
、
補
助
機
関
な
ど
。
二
〇
〇
〇
年
の
学
校

教
育
法
施
行
規
則
の
改
定
に
よ
っ
て
、
法
的
に
は
一
応
決
着
は
み
た
と
し
て
も
、
職

員
会
議
は
自
生
的
に
ま
た
学
校
環
境
的
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
制
度

的
性
格
は
な
お
検
討
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

教
育
活
動
が
慣
行
的
に
成
立
す
る
の
は
、
教
育
活
動
が
制
度
的
規
定
に
そ
も
そ
も

な
じ
ま
な
い
と
い
う
性
格
に
よ
る
面
と
、
他
方
で
は
教
員
の
資
格
別
構
成
と
い
う
学

校
環
境
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
教
員
の
勤
務
年
数
が
短
い
と
い
う
問

題
、
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
教
員
が
移
動
す
る
と
い
う
問
題
―
―
教
員
の
勤
務
年

数
の
短
期
性
と
頻
繁
な
移
動
性
が
教
員
の
教
育
活
動
の
あ
り
方
を
決
め
た
。
こ
の
両

方
の
間
に
介
在
す
る
の
が
無
資
格
教
員
の
間
に
合
わ
せ
的
採
用
で
あ
る
。
こ
の
三
点

を
考
慮
に
入
れ
な
い
と
、
教
育
活
動
の
慣
行
的
成
立
を
上
手
く
説
明
で
き
な
い
。

　

教
案
の
作
成
と
い
う
慣
行
も
、
有
資
格
者
が
少
な
い
な
か
で
、
教
員
と
し
て
と
り

あ
え
ず
雇
わ
れ
た
者
が
、
手
っ
取
り
早
く
教
え
る
要
領
と
し
て
与
え
ら
れ
た
マ
ニ
ュ

ア
ル
で
あ
っ
た
と
、
小
稿
で
指
摘
し
た

２
。
教
育
方
法
の
定
型
化
・
画
一
化
と
教
案

の
作
成
義
務
を
批
評
す
る
の
は

３
、
現
代
の
学
校
の
隆
盛
、
教
員
養
成
機
関
を
卒
業

し
た
者
が
教
員
と
し
て
そ
ろ
っ
て
い
る
現
状
か
ら
の
思
考
で
あ
る
。
歴
史
的
視
点
に

立
て
ば
、
生
徒
に
何
事
か
を
教
え
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
、
在
職
教
員
に
対
す
る

校
長
の
指
導
措
置
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
三
〇
年
代
の
職
員
会
議
の
内
容
事
項
が
著
し
く
教
授
活
動
に
「
偏
向
」
し
て

い
る
と
い
う
論
点
も

４
、
教
授
経
験
の
な
い
教
員
た
ち
―
―
学
校
環
境
の
し
か
ら
し

む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
校
務
分
掌
と
い
う
概
念
や
教
育
活
動
の
拡
大
は
有
資
格
者
教

員
た
ち
の
増
加
と
無
縁
で
は
な
い
。
訓
練
指
導
が
学
校
の
内
に
入
っ
て
く
る
の
は
、

ヘ
ル
バ
ル
ト
の
理
論
が
よ
う
や
く
実
践
化
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
理
由
を
求
め
る

の
で
は
な
く
、
教
員
の
な
り
手
の
履
歴
・
経
歴
に
変
化
が
生
じ
た
か
ら
、
と
い
う
原

因
説
明
の
方
が
歴
史
的
解
釈
と
し
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

い
ま
一
つ
は
、
学
級
と
い
う
も
の
が
成
立
し
た
も
の
の
、
そ
の
在
り
方
と
そ
こ
へ
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の
教
員
の
配
置
が
い
か
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
教
員
組
織
の
あ
り
方
も

か
か
わ
っ
て
く
る
。
学
級
は
訓
育
指
導
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
卓
見
に
沿
い
つ
つ
、

な
お
当
時
の
教
員
の
配
置
原
理
、
そ
こ
を
見
て
お
か
な
い
と
訓
練
指
導
が
学
校
に
登

場
す
る
契
機
を
見
失
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
先
達
の
偉
大
な
業
績
に
比
す
れ
ば
小
考
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ

ら
に
愚
見
を
敷
衍
す
る
た
め
に
、
静
岡
県
西
部
に
お
け
る
小
学
校
教
員
の
教
育
活
動

を
考
察
し
よ
う
。
教
授
活
動
か
ら
訓
練
指
導
へ
と
教
育
活
動
が
拡
充
し
て
い
く
た
め

の
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
よ
う
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
職
員
会
議
の
協
議

事
項
を
中
心
に
追
い
か
け
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
職
員
会
議
の
慣
行
的
性
格

も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。
管
見
も
、
束
ね
れ
ば
大
容
量
に
な
る
し
、

全
体
像
も
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

取
り
上
げ
る
の
は
静
岡
県
磐
田
郡
井い

ど

通お
り

尋
常
高
等
小
学
校
（
現
在
の
磐
田
市
豊
田

南
小
学
校
）
で
あ
る
。
井
通
学
校
文
書

５ 

は
、
磐
田
市
歴
史
文
書
館
に
保
管
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
一
章
　
教
授
と
訓
練
を
つ
な
ぐ
教
員
の
態
勢

　

井
通
尋
常
小
学
校
が
井
通
村
の
成
立
と
と
も
に
、
そ
の
名
称
を
も
っ
て
設
置
さ
れ

る
の
は
明
治
二
二
年
二
月
、
静
岡
県
か
ら
の
認
可
は
翌
二
三
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る

６
。
明
治
二
五
年
に
は
、
補
習
科
か
ら
名
称
替
え
さ
れ
た
高
等
科
が
併
置
さ
れ
る

７
。

　

井
通
学
校
文
書
の
な
か
で
職
員
会
議
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
三
〇

年
七
月
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
七
月
五
日
に
開
か
れ
た
第
一
回
の
職
員
会
議
は
午
後

三
時
開
会
、
六
時
閉
会
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
議
事
録
の
標
題
は
「
議
題
及
決
議
の

要
領
」。
議
事
内
容
に
つ
い
て
は
、「
議
題
は
学
科
時
間
数
に
関
す
る
件
に
し
て
別
冊

教
授
時
間
割
第
一
表
の
如
く
決
定
す
」
と
あ
る

８
。
こ
の
明
治
三
〇
年
の
記
録
以
降
、

職
員
会
議
の
議
事
認
識
と
し
て
は
「
決
議
」
で
あ
る
。

　

こ
の
記
録
簿
に
お
い
て
職
員
会
議
の
通
し
番
号
回
数
は
明
治
三
三
年
三
月
三
日
ま

で
第
四
四
回
と
付
せ
ら
れ
、
つ
い
で
簿
冊
が
改
め
ら
れ
て
、
明
治
三
三
年
四
月
一
〇

日
が
第
一
回
と
し
て
記
録
が
始
ま
り
、
第
二
三
回
が
三
四
年
三
月
九
日
、
と
ん
で
第

二
四
回
が
三
四
年
一
〇
月
三
〇
日
に
記
録
さ
れ
、
通
し
番
号
第
五
四
回
と
付
い
て
い

る
も
の
が
明
治
三
六
年
三
月
一
七
日
付
で
あ
る

９
。
中
途
の
史
料
散
逸
が
あ
っ
て
、

明
治
四
〇
年
九
月
二
八
日
か
ら
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る

⓾
。
さ
ら
に
明
治
四
五
年

以
降
の
記
録
が
「
明
治
四
十
四
学
年
度
第
三
学
期
第
一
回
職
員
会
」
か
ら
始
ま
る
が
、

本
稿
の
検
討
対
象
か
ら
は
外
れ
る
。

　

こ
れ
ら
三
冊
に
記
録
さ
れ
て
い
る
職
員
会
議
の
協
議
事
項
は
、
一
貫
し
て
提
案
さ

れ
た
議
題
に
つ
い
て
の
議
決
で
あ
っ
た
。
記
録
者
に
よ
っ
て
表
現
の
違
い
は
あ
る
と

し
て
も
、
決
議
・
可
決
・
決
定
・
議
決
・
延
期
・
否
決
な
ど
、
協
議
の
結
果
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
職
員
会
議
で
協
議
さ
れ
決
定
さ
れ
た
も
の
は
、「
習
慣

法
」
と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
（
初
出
は
明
治
三
五
年
度
）、
教
員
に
対

し
て
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
。

　

議
題
と
し
て
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
、
教
員
の
教
科
受
け
持
ち
時
間
数
は
、
教
員

に
均
等
に
割
り
振
ら
れ
た
も
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
明
治
三
五
年
九
月
九
日
に
開
か

れ
た
第
四
〇
回
職
員
会
議
で
は
、
校
長
を
含
め
た
一
三
人
の
教
員
は
（
代
用
教
員
も

含
め
）、
二
一
な
い
し
二
三
時
間
の
受
け
持
ち
時
間
で
な
ら
し
て
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
担
当
学
年
・
学
級
・
教
科
は
複
雑
で
あ
る
。
表
１
に
ま
と
め
た
と
お
り
で
あ
る

⓫
。
修
身
は
校
長
が
全
学
年
・
学
級
（
高
等
科
も
含
む
）
を
通
し
て
受
け
持
つ
こ
と

が
職
員
会
議
で
決
ま
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
除
く
配
置
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

表
１
に
よ
れ
ば
（
尋
常
科
だ
け
に
限
っ
て
表
し
て
い
る
）、
荒
野
代
用
教
員
は
男

女
二
組
に
編
制
さ
れ
た
一
年
生
の
唱
歌
二
時
間
ず
つ
、
体
操
を
合
同
し
て
二
時
間
、

二
年
生
の
男
女
二
組
の
唱
歌
を
二
時
間
ず
つ
、
他
に
高
等
科
の
裁
縫
を
一
二
時
間
す

べ
て
担
当
し
た
。
新
井
准
訓
導
は
一
年
生
女
組
の
国
語
を
六
時
間
、
男
女
合
同
の
体

花　井　　　信
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表
１
　
井
通
小
学
校（
尋
常
科
）　
教
員
受
け
持
ち
教
科
目
及
び
時
間
数
 （
明
治
第
35
学
年
）

尋 １ 女 国

尋 １ 男 国

尋 １ 女 国

尋 １ 男 女 算

尋 １ 男 女 唱 体

尋 １ 男 女 体

尋 ２ 男 国

尋 ２ 女 国

尋 ２ 男 算

尋 ２ 女 算

尋 ２ 男 女 唱

尋 ２ 男 女 体

尋 ３ 国

尋 ３ 算

尋 ３ ・ ４ 女 体

尋 ３ ・ ４ 男 体

尋 ３ ・ ４ 唱

尋 ４ 国

尋 ４ 算

新
　

井
6

10
2

4
㉒

徳
　

英
（

鈴
木

）
10

4
⑭

+8

荒
　

野
6

4
⑩

+1
2

松
　

本
12

6
⑱

+4

内
　

山
12

6
⑱

+3

鳥
　

倉
15

6
2

㉓

荒
　

野
②

+2
1

2

大
　

橋
④

+1
8

4

徳
　

蔵
（

鈴
木

）
㉑

+2
15

6

注
⑴

校
長

（
史

料
に

は
鈴

源
と

あ
る

）
が

、
修

身
を

全
学

年
を

通
し

て
教

え
た

。
２

時
間

ず
つ

と
思

わ
れ

る
。

　
⑵

「
明

治
第

三
十

学
年

以
降

至
三

十
五

学
年

　
職

員
会

決
議

録
　

第
貮

号
」

か
ら

作
成

。
　

⑶
○

で
囲

っ
た

数
字

は
尋

常
科

の
受

け
持

ち
時

間
数

。
プ

ラ
ス

し
て

あ
る

も
の

は
高

等
科

で
受

け
持

っ
て

い
る

時
間

数
。

明治三〇年代教員の教育活動と職員会議

三



育
を
二
時
間
、
そ
し
て
男
組
と
女
組
の
算
術
を
五
時
間
ず
つ
受
け
持
っ
た
。
鈴
木
徳

英
は
一
年
男
組
の
国
語
す
べ
て
と
、
女
組
の
新
井
の
残
余
の
国
語
を
担
当
し
た
。
他

に
高
等
科
の
国
語
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
内
山
は
二
年
女
組
の
国
語
す
べ
て
と
女
組

の
算
術
す
べ
て
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
他
に
高
等
科
一
年
の
国
語
の
一
部
を
担
当
し

て
い
る
。
松
本
代
用
教
員
は
二
年
男
組
の
国
語
す
べ
て
と
男
組
の
算
術
す
べ
て
を
受

け
持
ち
、
他
に
高
等
科
の
理
科
の
一
部
を
担
当
し
て
い
る
。
鳥
倉
准
訓
導
は
三
年

（
男
女
別
編
制
で
は
な
い
よ
う
だ
）
の
国
語
と
算
術
両
科
目
の
す
べ
て
と
、
三
年
四

年
合
同
の
女
体
育
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
高
等
科
は
担
当
し
て
い
な
い
。
荒
野
は

三
・
四
年
合
同
の
男
体
育
を
受
け
持
ち
、
他
に
高
等
科
の
国
語
と
体
育
を
担
当
し
て

い
る
。
大
橋
が
三
・
四
年
の
唱
歌
を
二
時
間
ず
つ
受
け
持
ち
、
他
に
高
等
科
の
国

語
・
唱
歌
、
そ
し
て
、
高
等
科
女
組
の
地
理
と
歴
史
を
担
当
し
て
い
る
。
鈴
木
徳
蔵

は
四
年
の
国
語
と
算
術
の
す
べ
て
を
受
け
持
ち
、
高
等
科
女
組
の
理
科
を
も
担
当
し

て
い
る
。

　

以
上
の
表
１
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
明
治
三
三
年
小
学
校
令
施
行
規
則
第
四
号
表

に
基
づ
い
て
い
る
。
第
四
号
表
に
よ
れ
ば
、
尋
常
一
年
は
修
身
・
国
語
・
算
術
・
体

操
が
そ
れ
ぞ
れ
二
・
一
〇
・
五
・
四
の
時
間
数
（
合
計
二
一
）、
た
だ
し
そ
の
な
か

か
ら
唱
歌
な
ど
に
ま
わ
し
て
も
よ
い
。
二
年
は
同
じ
く
二
・
一
二
・
六
・
四
時
間
数

（
合
計
二
四
）。
三
・
四
年
は
同
じ
く
二
・
一
五
・
六
・
四
（
合
計
二
七
）
と
な
っ
て

い
る
。
井
通
小
学
校
は
、
体
操
の
四
時
間
か
ら
二
時
間
を
唱
歌
に
ま
わ
し
て
い
る
。

　

井
通
小
学
校
の
教
科
受
け
持
ち
の
特
徴
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
特
定
の
学
年
・

学
級
の
す
べ
て
を
一
人
の
教
員
が
担
当
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
。
学
年
・
学

級
に
必
ず
複
数
の
教
員
が
か
か
わ
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、

し
た
が
っ
て
校
長
を
除
い
て
、
特
定
・
専
任
の
教
科
を
受
け
持
っ
て
は
お
ら
ず
、
複

数
の
教
科
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
論
点
は
、
小
著
『
山
峡
の
学
校
史
』
で
考
察
し
た
、「
授
業
担
当
ハ
分
課
専

授
ヲ
用
ヒ
ス
」
と
い
う
史
料
上
の
文
言
の
解
釈
に
か
か
わ
る
。
小
考
で
は
、「
例
え

ば
修
身
と
い
う
学
科
を
、
特
定
の
誰
か
が
専
門
的
に
す
べ
て
の
級
に
わ
た
っ
て
教
え

る
と
い
う
体
制
は
、
と
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
級

の
課
程
を
す
べ
て
教
え
る
こ
と
」
と
解
釈
し
た

⓬
。
明
治
一
四
年
の
小
学
校
教
則
綱

領
の
時
代
の
状
況
理
解
で
あ
っ
た
か
ら
、
井
通
小
学
校
の
場
合
は
二
〇
年
の
時
が
流

れ
て
い
る
。

　

そ
の
途
中
の
明
治
二
〇
年
か
ら
二
四
年
に
か
け
て
の
伊
豆
修
善
寺
小
学
校
の
場
合

に
つ
い
て
、
小
稿
で
は
「
学
科
に
よ
り
授
業
を
分
担
し
、
学
年
に
は
主
任
者
を
定
め

た
。
な
お
『
副
科
』
を
設
置
し
た
と
あ
り
、
そ
れ
は
二
四
年
三
月
に
廃
止
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
…
…
愚
考
す
れ
ば
、『
副
科
』
と
は
『
専
科
』
に
対
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、

教
員
が
特
定
の
学
科
を
専
門
的
に
教
え
る
こ
と
を
中
心
に
し
て
、
か
た
わ
ら
別
の
学

科
を
『
副
科
』
と
し
て
教
授
す
る
、
と
い
う
意
味
」
と
書
い
た

⓭
。

　

こ
の
二
例
と
違
い
、
井
通
小
学
校
の
教
員
配
置
は
、
学
級
と
い
う
も
の
が
成
立
し

た
三
五
年
の
時
点
の
問
題
で
あ
る
。
松
本
と
内
山
は
二
年
生
の
男
組
と
女
組
の
そ
れ

ぞ
れ
国
語
と
算
術
を
受
け
持
ち
、
鈴
木
徳
蔵
は
四
年
生
の
国
語
と
算
術
を
担
当
し
て

い
て
も
、
唱
歌
と
体
操
に
つ
い
て
は
別
の
教
員
が
教
え
た
。
鳥
倉
は
三
年
生
の
唱
歌

を
除
く
、
国
語
と
算
術
と
体
操
を
教
え
た
。
松
本
は
代
用
教
員
で
あ
る
か
ら
資
格
別

を
理
由
に
交
代
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
松
本
に
し
て
も
、
同
じ

代
用
教
員
の
荒
野
く
に
に
し
て
も
、
高
等
科
の
教
科
を
受
け
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

資
格
を
厳
密
に
考
え
る
と
規
定
外
の
担
当
を
し
て
い
る
。

　

愚
考
す
れ
ば
、
学
級
に
教
員
を
配
属
す
る
の
で
は
な
く
、
教
え
る
教
科
目
に
即
し

て
教
員
の
受
け
持
ち
を
配
置
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
学
級
が
主
で
は
な
く

教
科
目
に
応
じ
た
配
置
。
そ
れ
に
加
え
て
受
け
持
ち
時
間
数
の
均
等
性
と
い
う
考
え

方
。
井
通
小
学
校
の
学
校
管
理
に
は
、
そ
の
二
つ
の
面
が
見
え
て
く
る
。

　

な
お
、
こ
の
職
員
会
議
記
録
に
よ
れ
ば
、「
鈴
源
」
が
修
身
を
全
部
担
当
と
あ
る
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の
だ
け
れ
ど
も
、「
井
通
村
々
誌
」
に
よ
れ
ば
、
須
山
源
蔵
が
明
治
三
五
年
八
月
か

ら
校
長
と
し
て
赴
任
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
姓
が
中
途
で
変
わ
っ
た
か
。

　

つ
づ
い
て
訓
練
論
の
初
期
形
成
に
つ
い
て
論
ず
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
訓
練
指
導

に
み
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
史
料
上
の
制
約
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
訓
練

指
導
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
学
校
の
態
勢
が
そ
こ
へ
向
け
ら
れ
る
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
示
す
、
明
治
四
三
年
一
一
月
二
一
日
の
職
員
会
議
で
決

議
さ
れ
た
、
郡
視
学
の
指
摘
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

職
員
の
昼
飯
を
喫
す
る
時
期
に
つ
き
て
は
、
種
々
研
究
の
結
果
、
各
級
共
第
三

時
の
教
授
者
は
其
教
室
に
て
児
童
の
食
事
を
監
督
し
、
食
事
終
り
て
室
外
に
出

で
し
め
た
る
後
（
雨
天
の
際
は
室
内
に
留
め
置
く
）、
各
自
職
員
室
に
於
て
食

事
す
る
こ
と
従
来
の
規
定
通
り
と
な
し
、
右
児
童
の
食
事
監
督
に
関
係
な
き
職

員
は
職
員
室
に
於
て
児
童
と
同
一
時
限
に
食
事
を
終
り
、
前
者
の
食
事
を
終
る

時
限
ま
で
は
当
日
の
監
護
当
番
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
特
に
監
護
の
責
任
を

負
ふ

⓮
、

　

教
員
が
生
徒
に
対
す
る
の
は
教
科
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
教
授
以
外
の
生
活
態
度

や
行
動
に
は
対
し
て
い
な
い
と
い
う
、
教
員
の
配
置
構
造
―
―
態
勢
が
あ
っ
た
。
学

級
受
け
持
ち
教
員
が
決
め
ら
れ
て
い
て
も
、
教
科
ご
と
に
教
員
が
入
れ
替
わ
る
こ
と

は
、
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
教
科
を
教
授
す
る
こ
と
に
お
い
て
生
徒
に
対
す
る
、

教
員
―
生
徒
関
係
が
存
在
し
て
い
た
。
筆
者
は
明
治
二
四
年
の
「
学
級
編
制
等
ニ
関

ス
ル
規
則
」
の
説
明
の
な
か
で
定
義
さ
れ
て
い
る
、「
一
人
ノ
本
科
正
教
員
ノ
一
教

室
ニ
於
テ
同
時
ニ
教
授
ス
ヘ
キ
一
団
ノ
児
童
」⓯ 

と
い
う
も
の
を
、
現
代
の
よ
う
な

日
常
の
生
活
を
も
共
に
す
る
、
生
徒
へ
の
対
し
方
と
錯
覚
し
て
い
た
。
よ
く
読
め
ば
、

教
授
に
限
っ
て
の
概
念
が
学
級
で
あ
る
。
行
動
や
態
度
も
合
わ
せ
て
指
導
す
る
場
と

い
う
概
念
が
、
こ
の
学
級
概
念
に
は
な
い
。
学
級
は
一
般
に
、
教
授
す
る
場
と
生
活

す
る
場
の
二
面
を
持
つ
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
の
時
代
に
あ
っ
て

は
、
生
活
す
る
場
―
―
訓
練
指
導
と
い
う
学
級
概
念
が
成
熟
し
て
い
な
い
。

　

明
治
初
期
の
生
徒
心
得
の
よ
う
に
、
教
室
は
授
業
の
時
に
だ
け
入
る
も
の
で
あ
り
、

終
わ
れ
ば
居
て
は
い
け
な
い
空
間
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
教
員
が
学
級
所
属
の
生
徒
に

対
し
て
生
活
態
度
や
行
動
の
指
導
が
入
る
余
地
は
な
い
。
井
通
小
学
校
が
明
治
三
〇

－

四
〇
年
代
に
、
ど
の
よ
う
な
教
室
使
用
規
則
を
制
定
し
た
か
は
知
り
得
な
い
。
慣

行
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
応
じ
た
慣
行
が
対
し
て
存
在
す
る
。

　

学
級
に
対
す
る
教
員
の
配
置
が
教
科
の
教
授
に
即
し
て
な
さ
れ
て
い
る
状
況
に

あ
っ
て
は
、
訓
練
論
は
ま
と
も
に
論
じ
得
な
い
。
職
員
会
議
が
一
定
程
度
生
徒
心
得

的
な
規
則
を
制
定
し
て
も
、
本
格
的
な
訓
練
指
導
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

こ
う
し
た
教
員
と
生
徒
と
の
対
し
方
―
―
教
員
の
側
の
態
勢
が
組
み
直
さ
れ
た
以
後

の
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
第
二
章
　
教
員
の
勤
務
期
間
の
短
期
性
と
決
議
機
関
と
し
て
の
職
員
会
議

　

教
員
の
勤
務
期
間
が
短
い
こ
と
は
多
く
の
教
員
史
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

筆
者
も
最
初
の
著
作
『
近
代
日
本
地
域
教
育
の
展
開
』⓰ 

で
そ
の
事
実
を
静
岡
県
袋

井
市
域
で
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
『
山
峡
の
学
校
史
』⓱ 

に
お
い
て
教
員
養
成
上
の
、

学
校
経
営
上
の
問
題
と
し
て
、
若
干
の
考
察
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
章
は
、
教

員
の
勤
務
期
間
の
短
さ
が
教
育
活
動
に
及
ぼ
し
た
影
響
―
―
特
に
職
員
会
議
の
議
決

機
関
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
論
じ
た
い
。

　

井
通
学
校
文
書
に
は
教
員
の
経
歴
を
記
す
書
類
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
記
録

の
片
々
を
探
索
し
な
が
ら
、
勤
務
時
間
が
短
い
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

明
治
四
〇
年
三
月
現
在
の
在
職
教
員
を
一
覧
に
し
た
文
書
が
あ
る

⓲
。
そ
れ
に
は

氏
名
・
職
名
・
就
職
年
月
日
と
退
職
年
月
日
・
資
格
・
俸
給
・
本
校
勤
務
年
数
の
各

欄
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
四
〇
年
三
月
に
井
通
小
学
校
に
在
職
し
て
い
る

教
員
数
は
一
四
名
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
勤
務
年
数
が
「
一
年
」
と
記
さ
れ
て
い
る

明治三〇年代教員の教育活動と職員会議
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者
が
六
人
、「
二
年
」
が
三
人
い
る
。
こ
の
九
人
の
な
か
で
、
四
〇
年
三
月
を
も
っ
て
、

あ
る
い
は
四
月
二
日
を
も
っ
て
退
職
し
た
者
が
「
一
年
」
の
な
か
で
四
人
、「
二
年
」

の
な
か
で
二
人
、
都
合
六
人
い
る
。
明
治
三
九
学
年
度
に
在
職
し
た
教
員
の
う
ち
の

半
数
近
く
が
次
年
度
に
は
入
れ
替
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
そ
の
後
任
を
三
月
中
に

選
任
し
て
四
人
を
確
保
し
た
こ
と
が
、
こ
の
一
覧
に
は
追
加
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
勤
務
期
間
が
短
い
と
い
う
こ
と
を
遡
っ
て
検
証
し
て
お
こ
う
。
職
員
会
議
の

議
事
録
に
は
出
席
者
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
回
覧
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
場

合
も
あ
る
が
、
全
員
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
事
務
分
掌
の
書
か
れ

て
い
る
年
も
あ
れ
ば
、
書
か
れ
て
い
な
い
年
も
あ
る
。
他
面
で
は
、
他
校
へ
参
観
に

出
か
け
る
こ
と
は
教
員
の
義
務
と
決
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
研
修
先
に
名
前
が

割
り
振
ら
れ
て
い
る
記
事
も
あ
る
。
年
度
末
の
運
動
会
の
部
隊
編
成
へ
の
張
り
付
け
、

大
掃
除
の
場
所
の
分
担
な
ど
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
記
録
を
拾
い
上
げ
な
が
ら
、
教
員

の
勤
務
期
間
を
明
治
三
〇
学
年
か
ら
三
六
学
年
に
か
け
て
追
い
か
け
た
の
が
、
表
２

で
あ
る
。
三
四
学
年
度
か
ら
高
等
科
が
二
年
か
ら
四
年
に
延
長
さ
れ
た
か
ら
、
教
員

人
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
三
三
学
年
で
区
切
っ
て
お
く
と
、
二
〇
名
の
在

職
経
験
者
の
な
か
で
、
少
な
く
と
も
一
〇
名
が
一
年
の
勤
務
期
間
で
あ
る
。

7
人

。
そ

の
鈴

木
儀

一
郎

鈴
木

鈴
木

な
か

に
近

英
と

あ
り

、
以

前
か

ら
の

近
藤

印
も

あ
る

。
小

川
と

長
谷

川
の

印
が

な
い

。

小
栗

与
三

郎
小

栗
小

栗
小

栗

＊
回

覧
者

の
印

は
な

い
鈴

源
校

長
校

長
（

須
山

印
）

藤
原

藤
原

藤
原

荒
野

荒
野

鳥
倉

鳥
倉

鳥
倉

松
本

松
本

松
本

内
山

内
山

内
山

＊
回

覧
印

は
11

人
。

＊
回

覧
印

は
な

し
。

＊
回

覧
印

は
12

人
。

注
⑴

名
前

の
表

記
、

職
名

は
原

文
の

ま
ま

で
あ

る
。

　
⑵

鈴
木

徳
英

と
鈴

木
徳

蔵
に

つ
い

て
は

、
両

者
を

区
別

す
る

た
め

、
徳

英
、

徳
蔵

と
い

う
表

記
が

多
い

。
と

す
れ

ば
、

35
年

12
月

の
鈴

木
は

鈴
木

儀
一

郎
か

新
採

用
か

。
　

⑶
�近

藤
と

い
う

姓
だ

け
で

は
、近

藤
英

雄
と

近
藤

紋
平

と
い

う
両

名
の

う
ち

、明
治

35
年

以
降

は
ど

ち
ら

か
不

明
。

た
だ

し
、近

英
と

い
う

印
は

35
年

に
は

な
く

な
っ

て
い

る
。

他
方

30
年

か
ら

の
近

藤
と

い
う

印
は

36
年

ま
で

同
じ

。
　

⑷
校

長
は

大
平

慎
一

が
明

治
30

年
7

月
か

ら
35

年
4

月
ま

で
、

35
年

8
月

か
ら

須
山

源
蔵

に
な

る
。

し
か

し
当

初
の

印
は

鈴
木

と
読

め
る

。
後

、
須

山
の

印
に

な
る

。
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表
２
　
井
通
小
学
校
在
職
教
員（
明
30
年
～
明
36
年
）

30
年

10
月

30
年

12
月

31
年

5
月

31
年

12
月

32
年

1
月

32
年

11
月

33
年

4
月

33
年

11
月

34
年

11
月

35
年

9
月

35
年

12
月

36
年

3
月

大
平

校
長

大
平

大
平

校
長

大
平

校
長

大
平

大
平

大
平

大
橋

訓
導

大
橋

大
橋

訓
導

大
橋

訓
導

大
橋

訓
導

大
橋

大
橋

大
橋

大
橋

　
勤

大
橋

大
橋

大
橋

鈴
木

訓
導

鈴
木

鈴
木

訓
導

鈴
木

訓
導

鈴
木

訓
導

鈴
木

高
塚

准
訓

導
高

塚
高

塚
准

訓
導

青
葉

准
訓

導
青

葉
青

葉
准

訓
導

＊
回

覧
印

6
人

の
な

か
に

石
川

と
あ

る
。

村
上

石
川

石
川

　
傭

石
川

　
傭

石
川

石
川

近
藤

近
藤

訓
導

近
藤

訓
導

近
藤

近
藤

＊
回

覧
印

　
は

5
人

。
＊

回
覧

印
　

は
3

人
。

小
川

准
訓

導
小

川
准

訓
導

小
川

小
川

小
川

小
川

助
三

郎
水

野
准

訓
導

水
野

准
訓

導

＊
回

覧
印

は
8

人
。

　
そ

の
な

か
に

慎
一

、
金

原
、

近
藤

、
石

川
と

あ
る

。

鈴
木

　
傭

＊
回

覧
印

　
は

8
人

。

大
村

大
村

関
塚

関
塚

大
沢

大
沢

大
沢

＊
回

覧
印

は
９

人
。

鈴
木

徳
英

鈴
木

徳
英

鈴
木

徳
英

徳
英

鈴
木

訓
導

（
徳

英
）

鈴
木

徳
英

鈴
木

徳
蔵

鈴
木

徳
蔵

徳
蔵

＊
回

覧
印

は
な

い
。

長
谷

川
鈴

木
英

雄
佐

藤
佐

藤
連

近
藤

近
藤

英
雄

近
藤

紋
平

近
藤

近
藤

近
藤

荒
野

く
に

荒
野

荒
野

く
に

荒
野

く
に

＊
回

覧
印

は
新

井
宇

作
新

井
新

井
新

井
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在
職
者
の
半
数
近
く
が
一
年
で
退
職
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
は
、
明
治
三
〇
年
代

か
ら
す
で
に
見
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
四
〇
年
代
に
も
続
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
表
２
か
ら
、
常
時
七
～
九
人
教
員
が
在
職
し
つ
つ
、
学
年
始
ま
り
に
は
新

任
者
が
三
人
ほ
ど
入
っ
て
く
る
と
い
う
様
相
が
認
め
ら
れ
る
。
教
員
の
勤
務
期
間
の

短
期
性
は
教
員
の
流
動
性
に
つ
な
が
る
。
校
長
不
在
の
期
間
が
間
々
見
ら
れ
る
。

　

勤
務
期
間
の
短
さ
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
が
、
雇
教
員
―
―
明
治
三
三
年
小
学

校
令
か
ら
代
用
教
員
と
名
称
が
統
一
さ
れ
る
―
―
で
間
に
合
わ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
事
態
で
あ
る
。
三
三
学
年
度
の
長
谷
川
、
三
四
学
年
の
荒
野
く
に
、
三
五
学
年
の

松
本
が
職
員
会
議
の
記
録
と
し
て
代
用
教
員
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

教
員
が
短
期
間
の
う
ち
に
退
職
し
て
し
ま
う
状
況
は
、
校
長
と
し
て
苦
悩
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
絶
え
ず
補
充
教
員
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
迫
感
に

襲
わ
れ
る
。
そ
の
事
情
が
汲
み
取
れ
る
も
の
と
し
て
、
職
員
会
議
の
協
議
内
容
を
記

し
て
お
き
た
い
。
明
治
三
五
年
九
月
二
日
の
記
録
で
あ
る
。

　
　

 

（
一
）
教
員
聘
用
に
関
す
る
件

１
．
現
状
有
資
格
教
員
を
得
る
こ
と
困
難
な
る
べ
け
れ
ば
、
代
用
教
員
を
以

て
し
て
も
之
れ
が
補
充
を
な
す
こ
と
に
決
す
、

２
．
右
代
用
教
員
と
し
て
は
□
□
□
□
出
身
県
立
農
学
校
卒
業
生
松
本
政
次

郎
氏
に
依
嘱
す
る
こ
と
、

３
．
代
用
教
員
松
本
氏
の
受
持
時
数
、
学
級
等
は
追
て
定
む
る
こ
と

⓳
、

　

教
員
が
不
足
す
る
と
い
う
事
態
に
は
、
ま
た
学
級
編
制
―
―
生
徒
数
の
多
少
―
―

が
関
係
し
て
く
る
。
松
本
代
用
教
員
を
雇
用
す
る
直
接
的
な
原
因
は
、
学
級
編
制
の

変
更
が
あ
っ
た
。
夏
季
休
業
に
入
る
直
前
の
七
月
九
日
に
開
か
れ
た
第
三
七
回
職
員

会
議
は
、
こ
う
議
決
し
た
。

　
　

 

（
一
）
学
級
に
関
す
る
件

１　

尋
常
二
学
年
は
是
迄
の
仮
編
制
を
解
き
、
男
女
の
二
学
級
と
し
、
当
分

の
内
大
橋
、
近
藤
二
訓
導
主
と
し
て
其
一
学
級
を
担
任
す
る
こ
と
、

２　

尋
常
一
学
年
は
尚
暫
時
仮
編
制
の
儘
と
な
し
、
正
教
員
若
く
は
其
他
臨

時
雇
等
の
方
法
に
よ
り
、
都
合
の
出
来
得
る
限
り
速
に
男
女
二
学
級
に
分

つ
こ
と
、

３　

差
当
り
臨
時
雇
一
人
を
採
用
し
て
、
教
授
見
習
を
実
行
す
る
こ
と

⓴
、

　

学
級
編
制
に
つ
い
て
は
、
学
年
度
始
ま
り
の
と
き
と
学
年
度
の
大
半
が
過
ぎ
た
と

き
と
で
は
、
変
更
す
る
慣
行
が
井
通
小
学
校
に
は
あ
っ
た
。
四
月
期
に
は
九
〇
人
程

度
を
一
学
級
に
し
て
お
い
て
も
、
一
二
月
に
は
半
数
ず
つ
の
二
学
級
に
編
制
す
る
と

い
う
事
例
が
、
明
治
二
〇
年
代
に
は
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る

㉑
。
生
徒
の
出
席

の
状
態
が
変
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
学
級
担
当
教
員
を
補
充
す
る
教
員
が
確
保
で
き

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
要
因
が
働
い
て
、
年
度
途
中
で
学
級
編
制

を
組
み
換
え
る
と
い
う
慣
行
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
表
一
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。

　

無
資
格
教
員
が
こ
と
さ
ら
そ
う
い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
け
れ
ど
、
教
員
の
欠
勤

が
校
長
を
悩
ま
せ
た
。

　

三
五
年
六
月
三
日
の
職
員
会
議
の
議
事
録
に
は
、

□
□
代
用
教
員
之
週
間
不
在
に
つ
き
、
特
別
に
補
欠
時
間
表
を
調
整
す
る
こ
と

㉒
、

と
あ
る
。
欠
勤
に
と
も
な
う
補
欠
時
間
表
の
作
成
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
明

治
三
二
年
四
月
一
五
日
の
第
三
一
回
職
員
会
議
で
、

　
　

□
□
准
訓
導
欠
勤
中
の
補
欠
時
間
割

を
作
成
し
た

㉓
。
筆
者
が
い
ろ
い
ろ
な
学
校
の
校
務
日
誌
を
調
査
し
た
な
か
で
教
員

の
出
欠
勤
は
毎
日
記
載
さ
れ
る
ほ
ど
に
学
校
管
理
上
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
認
識

さ
れ
る
。
勤
務
態
度
の
良
否
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
本
科
正
教
員
、
訓
導
か

ら
す
れ
ば
、
教
職
使
命
感
に
触
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
代
用
教
員
・
無
資
格
教

員
と
の
意
識
の
断
絶
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
井
通
小
学
校
で
は
欠
勤
す
る
教
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員
が
多
か
っ
た
と
み
え
て
、
明
治
三
三
年
五
月
二
八
日
の
職
員
会
議
は
、「
補
欠
授

業
の
順
位
に
関
す
る
件
」
を
決
議
し
て
い
る

㉔
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
、
職
員
の
欠
席
遅
刻
等
あ
る
場
合
、
其
の
補
欠
授
業
を
な
す
も
の
は
左
の
順

序
に
拠
る
、

１
、
其
の
級
主
任
教
師
、

２
、
其
の
級
補
助
教
師
、

３
、 

１
・
２
共
に
欠
く
る
と
き
は
其
の
級
に
受
持
時
間
を
最
も
多
く
有
す
る

教
師
、

二
、 

一
・
３
の
場
合
に
お
い
て
時
間
数
相
等
し
き
も
の
若
く
は
全
く
其
の
級
に

受
持
時
間
を
有
せ
ざ
る
も
の
相
並
ぶ
と
き
は
、
一
週
手
明
き
時
間
の
最
も
多

き
も
の
よ
り
順
次
之
に
当
る
、

三
、 

一
・
二
共
に
相
等
し
き
と
き
は
席
順
の
上
下
に
従
ふ
、

（
付
）
本
規
定
は
決
議
即
日
之
を
実
行
す
、

　

事
態
は
見
過
ご
し
難
き
と
校
長
は
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
規
定
は
代
用
教

員
も
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
三
五
年
九
月
四
日
の
職
員
会
議
で
は
、

松
本
代
用
教
員
は
尚
ほ
従
前
の
通
り
其
所
属
な
り
と
雖
も
、
補
欠
教
授
は
受
る

べ
き
こ
と
、

と
、
命
令
さ
れ
た

㉕
。

　

教
員
は
学
級
に
張
り
付
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
原
則
は
教
科
に
対
し
て
配
置
さ
れ

た
。
し
か
も
受
け
持
ち
時
間
数
を
均
等
に
す
る
よ
う
考
慮
さ
れ
た
。
補
欠
教
授
は
教

員
不
足
を
抱
え
た
ま
ま
で
行
わ
れ
る
か
ら
、
欠
勤
は
教
員
間
の
不
和
を
招
く

㉖
。

　

教
員
の
勤
務
の
短
期
性
、
そ
れ
に
と
も
な
う
流
動
性
、
そ
の
二
つ
の
間
に
介
材
す

る
無
資
格
教
員
。
教
員
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
す
る
な
か
で
、
学
校
運
営
の
継

続
性
と
統
一
性
を
確
保
し
た
い
の
が
校
長
で
あ
る
。
特
に
有
資
格
者
と
無
資
格
者
と

の
職
務
意
識
の
溝
を
埋
め
な
け
れ
ば
、
学
校
と
し
て
の
一
体
性
が
保
持
で
き
な
い
。

職
員
会
議
に
お
け
る
決
議
は
学
校
全
体
に
と
っ
て
の
意
思
統
一
で
あ
る
。
出
入
り
の

激
し
い
教
員
た
ち
と
、
常
に
三
時
間
ほ
ど
協
議
す
る
の
は
、
校
長
の
教
育
方
針
と
意

図
を
承
知
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
職
員
会
議
の
決
議
は
校
長
の
意
思
の
表
明
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
決
議
に
拘
束
さ
れ
る
の
は
校
長
よ
り
も
、
教
員
。
彼
ら
が
守
る
べ
き
職

務
内
容
と
し
て
決
議
が
あ
る
。

　

教
員
が
そ
う
し
た
決
議
を
遵
守
し
な
い
、
教
員
が
意
図
通
り
活
動
し
な
い
こ
と
へ

の
校
長
の
苛
立
ち
が
、
職
員
会
議
の
決
議
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
表
れ
る
。

既
往
の
職
員
会
に
於
て
決
議
し
た
る
事
項
に
し
て
未
だ
実
行
せ
ざ
る
も
の
或
は

怠
慢
に
流
れ
た
る
如
き
事
項
に
つ
き
て
は
、
来
学
年
度
の
始
に
於
て
更
に
審
議

を
な
し
、
大
に
取
捨
選
択
を
行
ひ
、
決
議
と
実
行
と
は
全
然
相
伴
ふ
様
励
行
す

べ
き
こ
と

㉗
、

　

明
治
四
二
年
三
月
二
〇
日
の
段
階
で
の
、
校
長
大
橋
勤
の
意
思
表
明
で
あ
っ
た
。

大
橋
は
明
治
二
五
年
か
ら
井
通
小
学
校
に
勤
務
し
始
め

㉘
、
三
八
年
か
ら
校
長
と

な
っ
た

㉙ 

人
物
で
あ
る
。
同
僚
の
顔
ぶ
れ
が
頻
繁
に
入
れ
替
わ
る
の
を
目
の
当
た
り

に
し
て
き
た
が
故
に
、
教
育
活
動
の
継
続
性
と
一
体
性
を
確
保
す
る
た
め
の
檄
を
飛

ば
し
た
。
校
長
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
学
校
の
職
員
会
議
の
決
議
は
、
校
長
の
意

思
の
表
れ
と
教
員
に
対
す
る
そ
の
徹
底
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
章
　
試
験
に
代
わ
る
「
平
常
点
法
」
の
制
定

　

職
員
会
議
に
お
け
る
教
授
活
動
に
関
す
る
協
議
事
項
と
し
て
、
ま
ず
何
よ
り
も
注

目
さ
れ
る
も
の
は
、
試
験
に
代
わ
る
平
常
点
の
採
用
で
あ
る
。「
学
制
」
下
に
あ
っ

て
極
端
に
重
視
さ
れ
た
試
験
に
よ
る
競
争
は
、
多
々
そ
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
文
部
省
は
明
治
二
〇
年
代
に
入
る
と
方
針
を
改
め
て
く
る
。

　

明
治
二
四
年
の
小
学
校
教
則
大
綱
を
制
定
し
た
際
の
文
部
省
の
説
明
は
、
目
的
に

お
い
て
も
方
法
に
お
い
て
も
、
試
験
に
よ
る
競
争
は
好
ま
し
く
な
い
と
の
見
解
を
示

明治三〇年代教員の教育活動と職員会議
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し
た

㉚
。
さ
ら
に
そ
の
説
明
の
な
か
で
、「
卒
業
ヲ
認
定
ス
ル
ハ
単
ニ
一
回
ノ
試
験

ニ
依
ラ
ス
シ
テ
平
素
ノ
行
状
学
業
ヲ
モ
斟
酌
ス
ル
ヲ
要
ス
」
と
し
て
、「
試
験
ノ
結

果
」
と
「
平
素
ノ
成
績
」
と
を
考
え
合
わ
せ
て
小
学
校
の
課
程
修
了
を
判
定
す
る
よ

う
求
め
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
試
験
に
よ
る
判
定
と
い
う
考
え
方
が
残
さ
れ
て

い
た
が
、
明
治
三
三
年
小
学
校
令
施
行
規
則
に
至
っ
て
、
進
級
あ
る
い
は
卒
業
の
判

定
は
平
素
の
成
績
に
よ
る
、
と
規
定
さ
れ
て
方
針
は
確
定
す
る
。

　

こ
う
し
た
政
策
的
流
れ
の
な
か
で
、
井
通
小
学
校
の
明
治
三
〇
年
一
〇
月
二
日
の

第
八
回
職
員
会
議
は
、「
平
常
点
法
」
を
決
定
し
た
。
全
文
次
の
と
お
り

㉛
。

一
、
試
験
成
績
の
僥
倖
を
期
せ
ず
、
平
素
勤
勉
着
実
な
る
習
慣
を
養
成
せ
し
む

る
の
一
助
と
し
て
、
茲
に
平
常
点
法
を
設
く
、

二
、
平
常
採
点
の
時
機
を
定
む
る
こ
と
左
の
如
し
、

１
修
身
（
学
科
）・
地
理
・
歴
史
・
理
科
、
教
授
時
間
に
お
い
て
適
宜
口
答

せ
し
め
、
若
く
は
筆
答
せ
し
め
て
採
点
す
、
農
業
は
之
に
属
す
、

２
読
書
、
復
読
・
復
講
の
際
之
を
採
点
す
、

３
作
文
・
書
取
、
筆
答
せ
し
め
て
採
点
す
、

４
算
術
、
平
素
の
成
績
若
く
は
特
に
筆
答
せ
し
め
て
採
点
す
、

５
習
字
、
清
書
に
よ
り
て
採
点
す
、
図
画
は
之
に
属
す
、

６
修
身
（
品
行
）・
体
操
・
唱
歌
・
裁
縫
、
平
素
の
成
績
に
よ
る
、
但
、
前

記
載
の
以
外
と
い
へ
と
も
教
師
の
見
込
に
よ
り
適
宜
採
点
す
る
こ
と
を
得
、

又
本
条
に
お
い
て
筆
答
と
称
す
る
は
、
石
盤
に
書
せ
し
む
る
を
も
包
括
す
、

三
、
平
常
採
点
の
度
数
は
学
科
に
よ
り
元
よ
り
一
定
す
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、

毎
月
一
回
以
上
に
お
い
て
其
点
数
を
〆
切
り
、
各
小
期
末
に
至
り
積
算
し
て

定
点
に
至
ら
し
む
る
を
要
す
、
但
、
之
か
為
教
師
は
適
宜
其
記
録
簿
を
備
ふ

べ
し
、

四
、
点
数
を
定
む
る
に
は
、
毎
回
定
点
を
用
ひ
、
回
数
に
よ
り
て
扣
除
す
る
も

適
宜
分
割
し
て
定
む
る
も
、
教
師
の
適
宜
と
す
、

五
、
平
常
点
を
一
回
〆
切
り
た
る
と
き
、
生
徒
に
報
告
す
る
と
否
と
は
教
師
の

適
宜
と
す
、
但
、
報
告
す
る
場
合
に
在
て
は
な
る
べ
く
点
数
を
避
く
べ
く
、

又
一
般
に
対
し
て
報
告
せ
さ
る
場
合
と
い
へ
ど
も
、
劣
等
生
に
は
其
都
度
注

意
を
与
へ
置
く
を
要
す
、

六
、
欠
席
永
久
に
度
り
た
る
生
徒
の
平
常
点
処
分
は
、
更
に
職
員
会
議
の
決
議

を
経
べ
し
、

（
附
則
）
本
法
は
明
治
三
十
年
第
九
月
よ
り
実
施
す
、
但
、
九
月
中
尚
着
手

に
至
ら
さ
り
し
も
の
に
在
て
は
第
十
月
よ
り
実
施
す
べ
し
、

　

試
験
に
よ
る
一
回
限
り
の
良
否
で
あ
れ
ば
、
た
ま
た
ま
の
成
功
も
あ
る
か
ら
、
日

常
的
な
勉
学
の
習
慣
を
生
徒
た
ち
に
育
て
た
い
と
い
う
意
図
が
み
え
る
。

　

井
通
小
学
校
で
試
験
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
弊
害
が
あ
っ
た
か

は
、
史
料
上
の
制
約
に
よ
り
判
然
と
は
し
な
い
。
実
践
結
果
か
ら
の
反
省
で
は
な
く
、

政
策
上
の
流
れ
を
汲
み
と
っ
て
の
決
定
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
歴
史

的
動
向
に
沿
う
決
定
で
あ
り
、
明
治
三
三
年
小
学
校
令
施
行
規
則
制
定
を
前
に
し
た
、

教
育
的
明
が
あ
る
。
進
級
ま
た
は
卒
業
の
判
定
は
平
素
の
成
績
に
よ
る
、
と
い
う
考

え
方
は
教
育
学
上
の
道
理
で
あ
る
。

　

こ
の
考
え
方
を
法
規
に
盛
り
込
む
こ
と
に
尽
力
し
た
人
物
は
、
明
治
三
三
年
小
学

校
令
制
定
時
の
文
部
省
普
通
学
務
局
長
・
沢
柳
政
太
郎
で
あ
る
。
試
験
を
廃
止
す
る

こ
と
は
成
績
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
非
難
に
対
し
て
、
沢
柳
は
具
体
例
を
上

げ
て
反
論
し
て
い
る

㉜
。
日
常
的
な
勉
学
の
点
検
、
確
認
を
す
る
こ
と
で
、
十
分
に

生
徒
た
ち
の
成
績
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
が
、
沢
柳
に
は
あ
っ
た
。

　

同
時
に
そ
れ
は
現
場
教
員
た
ち
の
意
識
変
革
が
必
要
で
あ
り
、
日
常
成
績
の
判
定

の
仕
方
を
実
践
的
に
高
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
試
験
に
よ
る
弊
害
を
な
く

す
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
平
素
の
成
績
論
、
そ
れ
を
可
能
に
し
、
定
着
さ
せ
て
い
く
た

花　井　　　信
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め
の
努
力
が
井
通
小
学
校
で
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
は
、
特
筆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
実
際
、
同
年
一
二
月
四
日
の
職
員
会
議
で
は
、「
冬
季
試
験
に
関
す
る
件
」
と

い
う
議
題
に
つ
い
て
、

冬
季
試
験
点
は
総
て
平
常
点
を
以
て
之
に
充
つ
べ
き
事
、

品
行
点
は
主
任
教
師
原
案
を
定
め
、
関
係
教
師
の
協
議
を
経
て
決
定
す
べ
き
事
、

但
、
其
採
点
法
は
夏
季
に
準
ず
、

と
決
め
て
い
る

㉝
。
以
後
の
職
員
会
議
録
に
は
、
卒
業
判
定
の
方
法
と
し
て
の
平
常

点
の
活
用
と
そ
の
締
切
日
程
が
毎
年
記
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
一
例
を
挙
げ
て

お
く
。
明
治
三
六
年
三
月
一
七
日
の
職
員
会
議
は
次
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る

㉞
。

一
、
考
査
を
分
っ
て
学
業
操
行
の
二
種
と
す
、

一
、
学
業
考
査
は
平
常
の
観
察
を
主
と
し
、
或
は
筆
答
等
に
よ
り
て
其
の
成
績

を
按
じ
、
随
時
之
れ
を
平
常
考
査
簿
に
記
入
す
べ
し
、

一
、
学
業
考
査
は
一
学
期
間
三
回
之
れ
を
施
行
し
、
其
の
平
均
を
以
て
学
期
末

の
成
績
と
す
、

一
、
学
業
考
査
を
行
ふ
に
つ
き
注
意
の
件
々
左
の
如
し
、

１
修
身
・
算
術
・
地
理
・
歴
史
・
理
科
は
平
素
の
観
察
、
口
答
若
し
く
ば
筆

答
に
よ
る
こ
と
、

２
国
語
は
読
み
方
（
話
し
方
を
含
む
）、
綴
り
方
、
書
き
方
（
書
取
を
も
含
む
）

の
三
部
に
分
ち
て
考
査
す
べ
き
こ
と
、

３
体
操
・
唱
歌
・
図
画
・
裁
縫
は
主
と
し
て
平
素
の
成
績
に
よ
る
べ
き
こ
と
、

　

三
〇
年
に
制
定
さ
れ
て
六
年
経
過
し
た
三
六
年
と
い
う
時
点
で
考
え
れ
ば
、「
観

察
」
と
い
う
指
導
方
法
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
教
員
の
教
え
込
み
に

対
す
る
反
省
か
ら
、
子
ど
も
の
個
性
に
着
眼
す
る
新
し
い
心
理
学
的
研
究
手
法
が
導

入
さ
れ
始
め
た
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
。
観
察
の
習
熟
度
は
詳
に
し
得
な
い
が
、
こ
う

し
た
指
導
観
点
が
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
平
素
点
に
よ
る
考
査
が
実
践
的
に
進

歩
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

実
践
的
な
進
歩
は
概
念
・
定
義
の
更
新
を
と
も
な
う
。
一
般
化
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
個
々
の
実
践
も
ま
た
向
上
す
る
。
両
者
は
共
に
他
方
に
対
し
て
牽
引
力
を

持
つ
。
例
え
ば
、
試
験
と
い
う
定
義
が
こ
う
し
た
一
連
の
政
策
動
向
の
な
か
で
明
確

に
な
っ
て
き
た
。

　

明
治
二
四
年
の
小
学
校
教
則
大
綱
の
第
二
一
条
で
は
、「
小
学
校
ニ
於
テ
児
童
ノ

学
業
ヲ
試
験
ス
ル
ハ
専
ラ
学
業
ノ
進
歩
及
習
熟
ノ
度
ヲ
検
定
シ
テ
教
授
上
ノ
参
考
ニ

供
シ
」
と
試
験
の
目
的
を
規
定
し
た
。
教
え
た
こ
と
を
生
徒
が
理
解
し
、
そ
れ
が
定

着
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
教
員
の
教
授
上
の
参
考
に
す
る
、
と
い
う
新
し

い
思
想
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

教
授
事
項
と
教
授
方
法
の
点
検
を
、
生
徒
の
理
解
度
の
反
射
と
し
て
考
え
て
み
る

と
い
う
、
生
徒
の
点
検
だ
け
で
は
な
く
教
師
の
点
検
と
し
て
試
験
を
捕
え
た
と
こ
ろ

に
、
こ
の
新
し
い
定
義
の
意
味
が
あ
る
。

　

生
徒
の
日
常
の
勉
学
成
果
が
教
員
の
教
授
活
動
の
是
非
と
し
て
反
照
さ
れ
る
と
自

覚
す
れ
ば
、
本
科
正
教
員
（
訓
導
）
は
も
と
よ
り
准
教
員
（
准
訓
導
）、
雇
教
員
（
代

用
教
員
）
た
ち
の
教
授
活
動
の
勉
励
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
こ
で
教
員
の
教
授
が
ど
う

す
す
め
ら
れ
た
か
の
考
察
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
第
四
章
　
教
授
細
目
―
教
案
の
歴
史
的
意
義

　

教
案
に
つ
い
て
の
法
規
定
は
な
い
。
各
小
学
校
の
慣
習
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い

た
。
他
方
教
授
細
目
は
小
学
校
長
が
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
―
―
明
治

二
四
年
小
学
校
教
則
大
綱
第
二
〇
条
、
明
治
三
三
年
小
学
校
令
施
行
規
則
第
二
二
条

―
―
教
授
細
目
に
基
づ
い
て
各
教
師
が
教
案
を
作
成
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。

　

井
通
学
校
文
書
の
な
か
に
、
教
授
関
係
の
史
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

明
治
時
代
の
「
教
授
細
目
」
と
大
正
六
年
度
以
降
の
「
教
授
日
案
及
教
授
日
誌
」、

明治三〇年代教員の教育活動と職員会議
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そ
し
て
昭
和
期
の
「
教
案
簿
」
と
「
授
業
案
」
で
あ
る
。

　

筆
者
の
求
め
て
い
た
も
の
は
、
明
治
時
代
の
教
案
で
あ
っ
た
が
、
史
料
の
残
欠
状

態
で
教
案
の
史
的
考
察
を
行
い
が
た
い
と
す
れ
ば
、
教
授
細
目
で
補
う
ほ
か
は
な
い
。

井
通
小
学
校
で
は
明
治
三
三
年
四
月
二
一
日
の
第
二
回
職
員
会
議
で
教
案
の
件
が
協

議
さ
れ
、
次
の
と
お
り
決
定
さ
れ
た
。
議
事
録
を
そ
の
ま
ま
書
き
抜
く

㉟
。

一
、
教
案
は
各
学
科
と
も
必
ず
之
を
其
の
週
月
曜
日
始
業
ま
で
に
、
少
く
と
も

其
の
一
週
間
分
を
作
り
置
く
べ
し
、

二
、
教
案
は
適
宜
の
時
期
に
お
い
て
校
長
之
を
検
閲
す
べ
し
、

三
、
引
き
続
き
た
る
欠
席
等
の
予
知
し
得
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
、
其
の
時
日

に
必
要
な
る
教
案
を
な
る
べ
く
作
り
置
く
べ
し
、

四
、
教
案
に
具
備
す
べ
き
要
項
を
定
む
る
こ
と
左
の
如
し
、

１
、
時
間
の
配
当　

但
し
其
の
粗
密
は
当
該
教
師
の
適
宜
と
す
、

２
、
教
授
の
題
目

３
、
教
授
の
主
意

４
、
教
授
の
方
法　

但
し
予
備
、
教
授
、
応
用
の
三
段
を
設
く
べ
し
、

５
、
附
記　

但
し
此
の
項
は
必
要
に
応
じ
之
を
設
く
べ
し
、

五
、
本
規
定
は
明
治
三
十
三
年
五
月
二
十
一
日
よ
り
之
を
実
施
す
、

　

こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
た
だ
し
五
月
一
九
日
の
第
五
回
職
員
会
議
に
よ
っ
て
、

一
部
留
保
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち

㊱
、

一
、
教
案
の
編
制
は
本
年
度
内
は
之
を
励
行
せ
ず
、

二
、
右
に
よ
り
教
案
を
編
制
せ
ざ
る
も
の
は
、
十
分
緻
密
な
る
配
当
表
を
作
り

て
教
案
に
代
用
す
べ
し
、
但
し
其
の
前
、
大
項
目
の
配
当
表
を
作
る
こ
と
を

要
す
、

三
、
大
項
目
の
配
当
は
、
明
治
三
十
三
年
五
月
三
十
一
日
限
之
を
了
し
、
細
目

の
配
当
は
農
休
後
之
を
実
施
す
、

四
、
他
の
事
項
は
す
べ
て
第
弐
回
の
決
議
に
従
ふ
、

　

こ
の
教
案
に
つ
い
て
の
定
め
は
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
校
長
の
指
導
性
が
強
く
表
出

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
の
教
案
作
成
に
関
す
る
定
め
は
、
作
成
す
る
こ
と

の
形
式
的
な
規
定
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
ら
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
教
案
の
構
成

内
容
に
ま
で
踏
み
込
み
、
そ
の
表
現
と
し
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
段
階
説
を
踏

む
べ
き
と
し
つ
つ
、
五
段
階
で
は
な
く
三
段
階
に
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

　

校
長
の
強
い
指
導
性
の
表
れ
に
対
し
て
実
際
の
対
応
は
、
教
案
で
は
な
く
大
項
目

の
配
分
を
考
え
て
授
業
を
す
れ
ば
よ
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
結
論
す
れ
ば
、

校
長
の
策
定
す
る
教
授
細
目
に
従
っ
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

本
稿
は
以
上
の
理
由
か
ら
教
授
細
目
の
考
察
に
限
定
さ
れ
る
。
対
象
と
す
る
の
は

国
定
教
科
書
第
二
期
に
お
け
る
修
身
。
第
一
期
の
教
授
細
目
は
簡
略
す
ぎ
て
考
察
が

不
可
能
な
の
で
明
治
四
〇
年
代
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

教
授
細
目
の
構
成
は
、「
教
授
事
項
」・「
用
具
」・「
教
授
上
の
注
意
」
と
三
つ
に

分
か
れ
て
い
る

㊲
。
な
お
国
定
教
科
書
が
一
年
生
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

旧
稿

㊳ 

と
比
較
す
る
た
め
に
、
一
一
月
の
「
第
十
八
過
を
か
く
す
な
」
と
十
二
月
の

「
第
十
九
う
そ
を
い
ふ
な
」
の
教
材
を
取
り
上
げ
る
。
四
三
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
始

め
た
教
科
書
『
尋
常
小
学
校
修
身
書
』
巻
一
で
は
、
正
し
く
は
前
者
は
「
ア
ヤ
マ
チ

ヲ
カ
ク
ス
ナ
」、
後
者
は
「
ウ
ソ
ヲ
イ
フ
ナ
」
で
あ
る
。
前
者
は
第
一
期
掛
図
と
同

じ
絵
を
載
せ
な
が
ら
も
、
文
が
付
い
て
い
る
。「
ト
ラ
キ
チ 

ハ 

ト
ナ
リ 

ノ 

シ
ヤ
ウ

ジ 

ヲ 

ヤ
ブ
ツ
タ 

ノ
デ
、
ア
ヤ
マ
リ 

ニ 

ユ
キ
マ
シ
タ
。」
後
者
は
、
狼
に
追
い
か

け
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
の
絵
に
、
文
は
「
コ
ノ 

コ 

ハ 

タ
ビ
タ
ビ 

ウ
ソ 

ヲ 

イ
ツ
タ

カ
ラ
、
ダ
レ 

モ 

タ
ス
ケ
テ 

ク
レ
マ
セ
ン
。」
と
な
っ
て
い
る
。

　

前
者
の
教
授
細
目
の
「
教
授
事
項
」
は

㊴
、

　

一
、
寅
吉
の
過
を
わ
び
た
る
話
、

　

二
、
過
は
多
く
不
注
意
よ
り
起
る
こ
と
、
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三
、
過
は
速
か
に
詫
ぶ
べ
き
こ
と
、

　

四
、
過
を
か
く
す
は
卑
怯
な
る
こ
と
、

　

五
、
再
び
過
を
く
り
か
へ
さ
ぬ
様
注
意
す
べ
き
こ
と
、

と
な
っ
て
い
る
。
図
の
説
明
、
不
注
意
と
い
う
原
因
遡
及
、
か
く
さ
ず
に
詫
び
る
と

い
う
事
後
処
理
と
す
す
ん
で
、
二
度
と
し
な
い
よ
う
諭
す
。
一
連
の
流
れ
が
出
て
い

る
。
第
一
期
教
科
書
の
と
き
が
例
え
話
を
用
い
て
の
教
訓
と
い
う
指
示
だ
け
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
教
授
の
一
連
の
段
階
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

　

そ
の
上
で
重
要
な
こ
と
は
、「
教
授
上
の
注
意
」
欄
で
、「
茶
碗
皿
等
を
破
損
し
た

る
時
は
父
母
教
師
に
断
る
作
法
」
と
「
自
己
の
過
を
直
ち
に
改
む
と
同
時
に
他
人
の

過
を
処
め
ぬ
様
諭
す
べ
し
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
応
用
編
が
用
意
さ
れ
て
い

て
、
過
失
を
し
た
と
き
の
謝
罪
の
作
法
―
―
態
度
の
指
導
に
及
ぶ
よ
う
求
め
て
い
る
。

単
な
る
教
訓
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
同
時
に
、
過
失
は
誰
で
も
起
こ
す
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
自
身
よ
く
注
意
す
る
と
と
も
に
、
他
人
を
咎
め
立
て
し
な
い
よ
う
に
と
、

行
動
の
指
針
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
課
題
に
三
時
間
当
て
て
い
る
。

　

こ
の
教
授
細
目
に
従
え
ば
、
教
案
は
自
然
と
教
授
段
階
を
踏
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

後
者
の
「
う
そ
を
い
ふ
な
」
の
「
教
授
事
項
」
は
、

一
、
児
童
と
狼
と
の
話
、

二
、
虚
言
の
悪
し
き
こ
と
、

三
、
平
生
虚
言
を
語
る
人
は
不
信
用
、

と
、
な
っ
て
い
る

㊵
。
教
科
書
の
挿
し
絵
か
ら
イ
ソ
ッ
プ
童
話
の
話
を
す
る
の
だ
ろ

う
。
そ
の
後
た
だ
ち
に
嘘
は
悪
い
こ
と
に
入
り
、
嘘
を
つ
く
人
は
信
用
を
失
う
と
い

う
人
格
的
批
評
に
及
ん
で
、
授
業
は
閉
じ
ら
れ
る
。
二
時
間
の
授
業
で
あ
る
。

　
「
教
授
上
の
注
意
」
欄
に
は
、「
正
直
の
習
慣
を
作
る
の
必
要
、
第
十
八
過
を
か
く

す
な
参
照
」
と
あ
る
。
正
直
と
い
う
格
言
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
行
動
の
習
慣
を

作
る
と
い
う
行
為
の
次
元
に
落
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
課
と
合
体
さ
せ
て
、
本
課

の
教
訓
を
教
え
よ
う
と
い
う
意
図
。
こ
の
連
結
方
法
は
、
旧
稿
で
扱
っ
た
教
案
と
同

一
歩
調
で
あ
る
。

　

明
治
四
三
年
度
の
尋
常
科
の
資
格
別
教
員
構
成
を
考
え
て
み
る
と
、
総
数
に
占
め

る
代
用
教
員
の
割
合
は
二
四
％
、
四
分
の
一
が
無
資
格
教
員
で
あ
っ
た

㊶
。
こ
の
割

合
は
、
一
〇
年
前
の
明
治
三
三
年
度
に
お
い
て
も
、
尋
常
科
総
教
員
数
の
う
ち

二
三
％
が
雇
教
員
で
占
め
ら
れ
た

㊷
。
井
通
小
学
校
の
教
員
の
う
ち
、
二
～
三
割
雇

教
員
が
い
る
こ
と
は
、
全
国
の
大
勢
と
同
様
で
あ
る
。

　

教
員
の
資
格
別
構
成
そ
の
上
で
自
ら
志
願
し
た
わ
け
で
は
な
い
事
情
を
考
え
る
と
、

教
案
の
作
成
は
、
教
え
る
こ
と
を
責
任
と
す
る
以
上
、
間
に
合
わ
せ
教
員
に
と
っ
て

は
不
可
欠
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
っ
た
。
最
低
限
、
教
授
細
目
は
教
え
る
こ
と
の
指
針

と
な
り
、
依
拠
す
る
安
心
材
料
と
し
て
、
有
益
に
機
能
し
た
に
違
い
な
い
。
自
立
し

た
教
員
が
少
な
か
っ
た
時
代
の
教
授
細
目
―
教
案
の
史
的
把
握
は
形
式
こ
そ
が
必
要

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　

一
九
六
〇
年
前
後
に
「
デ
モ
・
シ
カ
教
師
」
と
い
う
、
教
員
を
揶
揄
す
る
論
が
は

や
っ
た
。
語
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
よ
う
だ
が
、
教
育
学
者
と
し
て
逸
早
く
論
じ

た
一
人
に
永
井
道
雄
が
い
る
。
ほ
か
の
職
業
に
就
き
た
か
っ
た
が
運
悪
く
な
れ
ず
、

幸
い
教
職
の
口
が
あ
っ
た
の
で
教
師
に
「
で
も
」
な
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
ほ
か
の

職
業
を
選
ぼ
う
と
し
て
も
能
力
が
な
い
の
で
教
師
に
「
し
か
」
な
れ
な
い

㊸
。

　

永
井
は
み
ず
か
ら
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
教
員
に
対
す
る
尊
敬
と
憧
れ
を
抱
い
て

い
る
。
師
範
学
校
に
対
す
る
評
価
も
高
く
、
帝
国
大
学
に
象
徴
さ
れ
る
学
問
と
小
学

校
の
教
員
と
の
間
を
つ
な
い
だ
と
、
そ
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
と
書
い
て
い
る

㊹
。

　

け
れ
ど
も
森
有
礼
は
、
学
問
と
教
育
は
異
な
る
も
の
だ
と
考
え
て
、
師
範
学
校
制

度
を
構
想
し
た
。
そ
の
後
の
日
本
で
は
、
学
問
と
切
り
離
さ
れ
た
教
育
と
捕
え
ら
れ
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
的
真
実
と
は
別
な
内
容
が
教
育
を
通
じ
て
教
え
ら
れ
る
結

果
と
な
っ
た
。
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
後
は
、
そ
の
弊
害
を
克
服
す
る
意
図
を
も
っ

て
、
学
問
と
教
育
の
結
合
を
科
学
的
教
育
学
の
原
則
と
し
て
掲
げ
た
。

　

否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
森
有
礼
の
学
問
と
教
育
は
別
、
と
い
う
論
は
、
し
か

し
肯
定
的
に
評
価
し
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
森
の
こ
の
思
想
は
、
学
問
を
そ
の
ま

ま
伝
授
す
る
方
法
と
教
育
と
は
違
う
と
い
う
、
伝
統
的
な
学
術
伝
授
の
方
法
を
否
定

し
た
、
近
代
教
育
の
特
質
を
表
し
て
い
る
。
少
数
の
特
権
層
の
、
選
ば
れ
た
子
ど
も

が
、
ラ
テ
ン
語
や
外
国
語
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
庶
民
の
子
ど
も
が
大
勢
学
ぶ
た
め

に
、
母
国
語
で
教
え
る
こ
と
が
近
代
教
育
の
原
則
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
学
問
的
著
作
を
た
だ
読
む
こ
と
―
―
漢
書
で
い
え
ば
素
読
―
―
で
、
読
書
百

遍
意
自
ず
か
ら
通
ず
と
い
う
考
え
で
行
く
の
で
は
な
く
、
教
育
す
る
た
め
の
入
門
書

―
―
教
科
書
を
作
成
す
る
と
い
う
原
理
に
立
つ
。
こ
と
ば
や
物
の
意
味
を
理
解
し
や

す
い
よ
う
に
絵
を
入
れ
た
り
も
す
る
。

　

学
校
へ
通
う
子
ど
も
が
限
ら
れ
た
階
層
に
閉
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
庶
民
多

数
に
大
き
く
広
げ
ら
れ
た
時
代
に
即
し
た
形
で
、
学
問
と
は
違
う
教
育
の
意
義
が
語

ら
れ
た
時
代
が
近
代
で
あ
る
。
そ
の
思
想
的
表
わ
れ
が
、
森
有
礼
の
学
問
と
教
育
は

別
、
と
い
う
論
理
で
あ
る

㊺
。
哲
学
的
命
題
で
こ
の
変
化
を
表
せ
ば
、
量
は
質
に
転

化
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
の
戦
後
の
学
問
―
教
育
結
合
の

原
理
は
、
否
定
の
否
定
と
い
う
命
題
で
あ
り
、
社
会
の
発
展
法
則
に
の
っ
と
っ
た
思

想
で
あ
る

㊻
。

　

永
井
道
雄
に
戻
れ
ば
、
教
職
に
対
す
る
永
井
の
憧
景
は
、
だ
が
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
日
本
の
教
員
史
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
な
り
た
く
て
教
員
に
な
っ

た
者
は
圧
倒
的
に
少
な
い
。
無
資
格
者
が
多
数
を
占
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
絶
え
ざ

る
教
員
不
足
状
態
が
続
き
、
だ
れ
か
れ
と
な
く
教
員
に
な
っ
て
も
ら
う
よ
う
頼
み
込

ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
間
に
合
わ
せ
教
員
で
学
校
は
何
と
か
運
営
が
で

き
た
の
で
あ
る
。

　

師
範
学
校
が
無
償
制
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
巷
間
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
森
有
礼
の
教

育
に
対
す
る
篤
い
思
い
、
あ
る
い
は
特
権
的
待
遇
と
い
う
、
従
来
の
評
価
は
一
考
を

要
す
る
。
愚
見
に
よ
れ
ば
、
教
員
の
な
り
手
が
な
い
か
ら
、
無
償
に
し
て
で
も
人
材

を
確
保
し
た
い
と
い
う
、
教
職
不
人
気
へ
の
対
策
で
あ
っ
た
。

　

有
資
格
者
に
よ
っ
て
教
育
活
動
が
全
面
展
開
で
き
な
い
か
ら
、
当
面
教
授
活
動
に

つ
い
て
は
素
人
で
も
体
裁
を
整
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
教
授
細

目
と
教
案
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
画
一
化
は
教
員
の
採
用
状
況
、
資
格
別
構
成

か
ら
す
れ
ば
必
要
だ
っ
た
。
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
教
員
が
移
動
す
る
学
校
に

あ
っ
て
は
、
校
長
の
教
育
方
針
と
学
校
運
営
意
思
を
絶
え
ず
職
員
会
議
を
通
じ
て
徹

底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
職
員
会
議
の
決
議
は
校
長
を
拘
束
す
る
も
の
よ
り

も
、
所
属
教
員
の
統
合
と
一
致
化
を
図
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

慣
行
と
し
て
生
ま
れ
た
教
員
の
教
育
活
動
は
、
な
り
た
く
て
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
、
間
に
合
わ
せ
教
員
が
多
数
を
占
め
て
い
た
と
い
う
状
態
か
ら
説
明
さ
れ
な
け
れ

ば
、
史
的
解
釈
と
し
て
は
妥
当
性
を
欠
く
。

　

教
員
と
し
て
の
組
織
的
ま
と
ま
り
も
形
成
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
。
教
科
に
配
置

さ
れ
た
態
勢
で
は
、
教
育
活
動
全
般
に
学
校
運
営
が
行
き
届
か
な
い
。
一
九
七
〇

－

八
〇
年
代
の
教
員
組
織
論
に
あ
っ
て
、「
教
育
編
成
に
対
応
す
る
教
員
の
教
科
指
導

組
織
（
教
授
組
織
）、
生
活
指
導
組
織
で
あ
り
、
教
育
活
動
そ
の
も
の
の
遂
行
組
織
」

と
教
育
組
織
を
意
義
づ
け
て
、
教
育
経
営
組
織
に
比
し
て
ラ
イ
ン
で
あ
る
と
す
る
論 

㊼
や
学
校
組
織
を
土
台
に
学
校
経
営
組
織
と
学
校
教
育
組
織
と
が
並
立
し
、
前
者
を

ラ
イ
ン
と
考
え
て
、
三
つ
の
組
織
が
循
環
す
る
論

㊽
、
な
ど
が
盛
ん
だ
っ
た
。

　

教
員
の
組
織
づ
く
り
の
た
め
に
も
職
員
会
議
は
慣
行
的
に
開
か
れ
た
。
た
だ
し
、

職
員
会
議
が
議
決
機
関
で
あ
る
か
ら
民
主
主
義
的
だ
と
考
え
る
の
は
形
式
論
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
民
主
主
義
の
最
後
は
形
式
に
な
る
。
し
か
し
現
今
の
学
校
環
境
か
ら
形
式

花　井　　　信
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の
意
義
を
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
校
長
の
教
育
観
と
意
思
に
つ
い
て
、
道
理

と
条
理
を
尽
く
し
て
教
員
た
ち
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
、
か
つ
そ
れ
ら
を
慣
習
法
と
し

て
守
る
よ
う
求
め
る
こ
と
、
毎
年
入
れ
替
わ
る
、
職
責
性
の
薄
い
教
員
に
対
す
る
そ

う
し
た
努
力
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
学
校
は
運
営
で
き
な
い
。
有
資
格
教
員
と
代
用
教

員
と
の
使
命
感
の
差
異
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
教
員
間
の
不
和
、
壁
、
断
層
、
そ
れ
ら

を
融
和
し
打
破
す
る
た
め
の
合
意
が
決
議
と
な
る
。

　

そ
の
決
議
が
、「
学
校
と
い
う
部
分
社
会
内
部
で
の
生
け
る
法
と
し
て
の
拘
束
力

を
も
っ
た
法
規
範
で
あ
る
」㊾ 
の
は
そ
の
と
お
り
と
し
て
、
拘
束
力
の
対
象
は
校
長

か
ら
所
属
の
教
員
に
対
し
て
か
け
ら
れ
る
。

　

校
長
の
監
督
（
明
治
二
三
年
小
学
校
令
施
行
規
則
）・
統
督
（
明
治
三
三
年
小
学

校
令
施
行
規
則
）
を
発
現
さ
せ
る
た
め
の
決
議
機
関
。
そ
の
矛
盾
の
態
様
の
原
因
は
、

教
員
の
勤
務
の
短
期
性
・
流
動
性
・
無
資
格
性
に
あ
っ
た
。
教
員
の
教
育
活
動
を
一

体
的
に
合
意
的
に
継
続
的
に
進
め
る
た
め
、
職
員
会
議
の
決
議
は
意
思
統
一
と
し
て

尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
意
思
決
定
を
通
じ
て
教
員
組
織
の
初
期
形

成
が
図
ら
れ
た
。
そ
れ
も
教
授
組
織
を
端
緒
と
し
て
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
註

１	　

花
井
信
『
山
峡
の
学
校
史
』
二
〇
一
一
年
、
川
島
書
店
。
以
下
、
花
井
①
と
注

記
す
る
。

２	　

花
井
信
「
伊
豆
学
校
史
序
説
」『
常
葉
学
園
大
学
研
究
紀
要　

教
育
学
部
』
第

三
十
三
号
、
二
〇
一
三
年
。
以
下
、
花
井
②
と
注
記
す
る
。

３	　

稲
垣
忠
彦
『
明
治
教
授
理
論
史
研
究
』
一
九
六
六
年
、
評
論
社
。
増
補
版
が

一
九
九
五
年
。
ま
た
平
原
春
好
『
日
本
教
育
行
政
研
究
序
説
』
一
九
七
〇
年
、
東

京
大
学
出
版
会
。

４	　

高
野
桂
一
『
学
校
経
営
の
科
学
化
を
志
向
す
る
学
校
内
部
規
程
の
研
究
』

一
九
七
六
年
、
明
治
図
書
、
一
四
七
ペ
ー
ジ
。

５	　

井
通
学
校
文
書
は
、
静
岡
大
学
名
誉
教
授
・
藤
田
忠
男
先
生
が
浜
松
分
校
時
代

に
収
集
さ
れ
た
も
の
で
、
先
生
の
停
年
退
職
時
に
花
井
が
文
書
目
録
を
作
成
し
て

静
岡
大
学
附
属
図
書
館
に
保
存
を
移
管
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
発
見
さ
れ

た
も
の
を
含
め
て
、
二
〇
一
五
年
八
月
に
磐
田
市
立
歴
史
文
書
館
に
全
部
寄
贈
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
史
料
再
整
理
の
途
次
に
筆
者
は
館
の
ご
厚
意
で
閲
覧
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

６	　

磐
田
市
立
歴
史
文
書
館
蔵
「
沿
革
誌
」（
磐
田
市
立
豊
田
南
小
学
校
蔵
コ
ピ
ー

版
）。
以
下
、
史
料
□一
と
注
記
す
る
。
お
よ
び
井
通
国
民
学
校
「
井
通
村
々
誌
」。

以
下
、
史
料
□二
と
注
記
す
る
。

７	　

同
右
史
料
□一
、
史
料
□二
。

８	　
「
井
通
尋
常
高
等
小
学
校　

明
治
三
十
年
第
七
月
以
降　

職
員
会
決
議
録　

第

壱
号
」。
以
下
、
史
料
□三
と
注
記
す
る
。
こ
の
簿
冊
に
お
い
て
、
標
題
は
一
貫
し

て
い
る
。

９	　
「
井
通
尋
常
高
等
小
学
校　

明
治
第
三
十
三
学
年
以
降
至
三
十
五
学
年　

職
員

会
決
議
録　

第
貮
号
」。
以
下
、
史
料
□四
と
注
記
す
る
。

⓾	　
「
井
通
尋
常
高
等
小
学
校　

職
員
会
議
事
録
」。
以
下
、
史
料
□五
と
注
記
す
る
。

⓫	　

史
料
□四
。

⓬	　

花
井
①
、
四
六
ペ
ー
ジ
。

⓭	　

花
井
②
。

⓮	　

史
料
□五
。

⓯	　
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』
第
三
巻
、
一
一
〇
ペ
ー
ジ
。

⓰	　

花
井
信
『
近
代
日
本
地
域
教
育
の
展
開
』
一
九
八
六
年
、
梓
出
版
社
、
八
八
ペ
ー

ジ
以
降
。

⓱	　

花
井
①
。
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⓲	　

史
料
□一
。

⓳	　

史
料
□四
。

⓴	　

史
料
□四
。

㉑	　

史
料
□一
。

㉒	　

史
料
□四
。

㉓	　

史
料
□三
。

㉔	　

史
料
□四
。

㉕	　

史
料
□四
。

㉖	　

正
格
教
員
と
期
間
雇
用
教
員
と
の
職
責
感
の
落
差
と
対
立
に
つ
い
て
は
花
井
②

で
論
じ
た
。

㉗	　

史
料
□五
。

㉘	　

史
料
□一
。

㉙	　

史
料
□二
。

㉚	　
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』
第
三
巻
、
一
〇
五
ペ
ー
ジ
。
以
下
の
記
述
も

同
じ
。

㉛	　

史
料
□三
。

㉜	　

沢
柳
政
太
郎
「
改
正
小
学
校
令
ニ
対
ス
ル
批
評
ヲ
論
ズ
」『
沢
柳
政
太
郎
全
集
』

第
三
巻
、
一
九
七
八
年
、
国
土
社
、
六
七
ペ
ー
ジ
。

㉝	　

史
料
□三
。

㉞	　

史
料
□四
。

㉟	　

史
料
□四
。

㊱	　

史
料
□四
。

㊲	　
「
尋
常
科
第
一
学
年　

教
授
細
目　

井
通
尋
常
高
等
小
学
校
」。
以
下
、
史
料
□六

と
注
記
す
る
。

㊳	　

花
井
信
「
一
九
〇
〇
年
代
の
教
案
に
関
す
る
一
考
察
」
花
井
・
三
上
編
著
『
学

校
と
学
区
の
地
域
教
育
史
』
二
〇
〇
五
年
、
川
島
書
店
。

㊴	　

史
料
□六
。

㊵	　

史
料
□六
。

㊶	　
『
日
本
帝
国
文
部
省
第
三
十
八
年
報
』
下
巻
。

㊷	　
『
日
本
帝
国
文
部
省
第
二
十
八
年
報
』。

㊸	　

永
井
道
雄
『
教
師　

こ
の
現
実
』
一
九
五
七
年
、
三
一
書
房
、
一
七
七

－

一
八
三
ペ
ー
ジ
。

㊹	　

永
井
道
雄
『
近
代
化
と
教
育
』
一
九
六
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。

㊺	　

花
井
信「
森
有
礼
の『
国
民
』形
成
の
教
育
」（
中
野
光
・
志
村
鏡
一
郎
編
著『
教

育
思
想
史
』
一
九
七
八
年
、
有
斐
閣
）
に
お
い
て
は
否
定
的
に
森
の
思
想
を
評
価

し
た
。
一
面
的
で
あ
っ
た
。

㊻	　

花
井
①
で
は
、
日
本
の
教
科
書
の
近
代
的
特
徴
を
挙
げ
た
も
の
の
、
そ
の
思
考

の
基
底
に
あ
る
哲
学
的
命
題
の
考
察
を
怠
っ
た
。

㊼	　

岩
下
新
太
郎「
教
職
員
組
織
」『
現
代
学
校
経
営
講
座
』第
二
巻
、
一
九
七
六
年
、

第
一
法
規
出
版
、
七
七
ペ
ー
ジ
。

㊽	　

上
寺
久
雄
「
学
校
経
営
組
織
と
教
職
員
の
任
務
」
日
本
教
育
経
営
学
会
『
講
座

日
本
の
教
育
経
営
』
第
五
巻
、
一
九
八
六
年
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
〇
七

－

一
〇
八

ペ
ー
ジ
。

㊾	　

高
野
桂
一
『
学
校
経
営
の
た
め
の
法
社
会
学
』
一
九
九
三
年
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、

一
四
〇
ペ
ー
ジ
。

（
付
記
）
手
書
き
し
た
原
稿
を
ワ
ー
プ
ロ
に
起
こ
す
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
く
れ
た
常

葉
大
学
の
学
生
に
感
謝
し
ま
す
。

花　井　　　信
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